
※ 上記３つの調査研究は、有識者会議の下に分科会を開催して実施

改正道路交通法の円滑な施行（施行日：平成29年３月12日。認知症対策の強化による高齢運転者対策）

警察庁の取組

運転リスクが特に高い高齢者への実車試験や限定免許の導入といった運転免許制度の更なる見直し
⇒ 改正法施行後の状況等を踏まえつつ、運転免許制度の在り方等について調査研究を実施（第１回：平成29年10月２日）

○ 運転適性相談の抜本的見直し ⇒ 運転適性相談の充実・強化による自主返納の促進等

○ 認知症への対応 ⇒ 初期の認知症の者等の認知機能の低下に応じた対応の在り方について調査研究を実施

○ 視野障害に伴うリスクの排除 ⇒ 新たな視野検査の高齢者講習への試験導入等について調査研究を実施

（第１回：平成29年12月14日）

○ 身体機能の低下に伴う運転リスクの排除 ⇒ 「安全運転サポート車」（※）の普及啓発の推進

○ 新たな安全教育プログラムの開発 ⇒ 運転適格者・運転寿命延伸の実証実験を行う国立長寿研と緊密に連携

高齢者の特性も踏まえた更なる対策

【更なる制度改正に向けた取組】

（※）自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置を搭載した自動車

高齢運転者の交通事故防止対策に係る警察庁の取組等について 【資料１】

○ 平成28年10月に横浜市で発生した小学生男児の交通死亡事故を始めとする高齢運転者による交通死亡事故の発生
状況等を踏まえ、「高齢運転者による交通事故防止対策に関する関係閣僚会議」を開催（同年11月15日）

○ 会議において総理が以下の３点を指示

① 改正道路交通法の円滑な施行

② 社会全体で高齢者の生活を支える体制の整備

③ 更なる対策の必要性の検討

○ 平成29年７月、交通対策本部において「高齢運転者による交通事故防止対策について」を決定（高齢運転者交通事故防
止対策ワーキングチームの報告に記載の取組を緊急かつ強力に推進するもの）

関係閣僚会議における総理指示



高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議に係る分科会について

①「認知機能と安全運転の関係に関する調査研究」分科会

②「視野と安全運転の関係に関する調査研究」分科会

③ 「高齢者の特性等に応じたきめ細かな対策の強化に向けた
運転免許制度の在り方等に関する調査研究」分科会

視野障害への対応

認知症への対応

その他の加齢に伴う身体機能の低下への対応
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⇒ 視野障害と交通事故との関係、適切な視野検査方法の有無等について調査研究
・ 新たな視野検査の実施可能な手順の検討
・ 新たな視野検査の高齢者講習への試験導入によるデータの収集・分析 等

⇒ 初期の認知症の者等の認知機能に応じた対策の在り方について調査研究
・ 認知症の者等の認知機能と安全運転能力の関係に係るデータの収集・分析
・ 認知症の者等の安全運転に係る医学的知見の調査
・ 諸外国の制度の調査 等

⇒ 運転リスクが特に高い高齢運転者に対する実車試験導入の可否について調査研究
・ 高齢運転者の事故・違反状況に係るデータの収集・分析
・ 高齢者講習の実車指導時の運転行動等に係るデータの収集・分析
・ 諸外国の制度の調査 等

⇒ 高齢運転者の運転能力に応じた限定条件付免許導入の可否について調査研究
・ 諸外国の制度の調査
・ 先進安全技術の性能についての調査 等

【資料２】



有識者会議における提言（認知症関係抜粋）

課題

有識者会議における主な意見

今後の方策

認知症については、道路交通法上、運転免許の取消し等の事由とされており、医師の診断によって、認知症であることが判明
したときは、都道府県公安委員会が、本人からの聴聞等の手続を経て、行政処分を行うこととされている。

一方、認知症は、認知機能正常から軽度認知障害、認知症へと徐々に進行するものであり、明瞭な境界がなく、また、その原
因疾患には多様なものがあり、１度の検査で判断することは困難である場合があるとの指摘がある。

また、高齢者に運転を断念させることによって、認知症の進行を早めてしまうおそれがあるとの指摘もある。

ア 有識者会議では、認知症と運転技能に関して、次のような意見があった。

○ 認知症の進行に伴って交通事故を起こすリスクは高まるが、認知症との診断によって一律に運転免許を取り消すのではな
く、軽度認知障害や初期の認知症の高齢者については、実車試験によって運転技能をチェックすべきではないか。

○ 認知症と運転技能に相関があるとすれば、その見極めについては、自動車教習所だけでなく、アカデミアも責任を持つべき
ではないか。

イ アの意見に関して、実車試験でも疑問な点があり、仮に試験で問題がなかったとしても、まだらに認知症の症状が出る可能
性があるのであれば、運転を断念させるべきではないかという意見があった。

ウ このほか、認知症のおそれがある者への対応に関して、次のような意見があった。

○ 認知機能検査の結果、認知症のおそれがある（第１分類）と判定されてから、医師により認知症と診断され、運転免許の取
消処分を受けるまでの間に交通事故を起こさないよう、運転を断念させるべきではないか。

○ 関係機関と連携しながら、認知症のおそれがある者への早期診断を図るとともに、地域の実情を踏まえ、認知症と診断さ
れて運転を断念した者への移動手段の確保を含めた適切な生活支援策を講ずる必要がある。

ア 認知機能と安全運転の関係に関する調査研究の実施

認知機能と運転技能の関係を含め、初期の認知症の者等の認知機能に応じた対策の在り方について、医療関係者等とも連
携しながら、認知症と運転に関する医学的知見の蓄積や認知症の者等の実態、外国における認知症の者等に対する運転免許
制度等も踏まえつつ、調査研究を実施すべきである。

イ 認知症のおそれがある者への早期診断・早期対応

都道府県警察の運転適性相談窓口と市区町村の認知症施策担当部署や地域包括支援センター等の相談窓口との連携を更
に強化し、認知機能検査で認知症のおそれがある（第１分類）と判定された者への早期診断・早期対応を図っていくべきである。

【資料３】



政府の交通対策本部の決定について

「高齢運転者による交通事故防止対策について」
（平成29年７月交通対策本部決定）

高齢運転者による交通事故防止対策について、この度別紙のとおり「高齢運転者交通事故
防止対策ワーキングチーム」から検討結果が報告されたことを受け、同報告に記載の取組を
緊急かつ強力に推進するものとする。

３．高齢運転者の特性も踏まえた更なる対策

(1)   「高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議」において取りまとめられた

「高齢運転者交通事故防止対策に関する提言」を踏まえた今後の方策

カ 認知症と運転との関係を含め、初期の認知症の者等の認知機能に応じた対策の在

り方について、医療関係者等とも連携しながら、認知症と運転に関する医学的知見

の蓄積や認知症の者等の実態、外国における認知症の者等に対する運転免許制度

等も踏まえつつ検討するため、認知症と安全運転の関係に関する調査研究を実施

（平成30年度中に開始）

「高齢運転者による交通事故防止に向けて」
（平成29年６月30日高齢運転者交通事故防止対策ワーキングチーム）

【資料４】
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年齢層別の死亡事故件数
（免許人口10万人当たり）

免許人口当たりの死亡事故件数を見てみると、75歳以上の高齢運転者は、75歳未満の運転者と

比較して死亡事故が多く発生している。

高齢運転者による死亡事故に係る分析（１）
～ 年齢層別の免許人口当たり死亡事故件数 ～

図 年齢層別の免許人口10万人当たり死亡事故件数（原付以上第一当事者）（平成29年）

※ 平成29年12月末の運転免許保有者数で算出した。

【 平 均 】

75歳以上 ： 7.7

75歳未満 ： 3.7

【資料５】



75歳以上・80歳以上の免許保有者数はともに増加を続けており、平成29年の保有者数は、平成19年と

比較して、75歳以上は約 1.9倍、80歳以上は約 2.3倍に増加している。

図 75歳以上・80歳以上の運転免許保有者数の推移（平成19年～平成29年）
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高齢運転者による死亡事故に係る分析（２）
～ 75歳以上・80歳以上の運転免許保有者数の推移 ～

75歳以上・80歳以上の運転免許保有者数の推移

※ 各年12月末の運転免許保有者数である。

75歳以上の免許保有者数

80歳以上の免許保有者数



図 高齢運転者による免許人口10万人当たり死亡事故件数（原付以上第一当事者）の推移（平成19年～平成29年）

高齢運転者による死亡事故件数の推移
（免許人口10万人当たり）

75歳以上、80歳以上の高齢運転者ともに、免許人口当たり死亡事故件数は減少傾向にある。

一方、75歳以上、80歳以上の高齢運転者は、75歳未満の運転者と比べて約 2.1倍、約 2.9倍高い水準
にあり、高齢運転者ほど死亡事故を起こしやすい傾向が続いている。
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高齢運転者による死亡事故に係る分析（３）
～ 免許人口当たりの死亡事故件数の推移 ～

※ 各年12月末の運転免許保有者数で算出した。
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平成29年における75歳以上の高齢運転者による死亡事故は、前年と比較して、死亡事故件数・構成比
ともに若干の減少がみられた。

しかしながら、件数は横ばい、全体に占める割合は増加の傾向であった。

高齢運転者による死亡事故に係る分析（４）
～ 75歳以上高齢運転者による死亡事故件数の推移 ～

図 75歳以上の高齢運転者による死亡事故件数（原付以上第一当事者）及び全死亡事故に占める構成比の推移（平成19年～平成29年）
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平成29年における80歳以上の高齢運転者による死亡事故は、前年と比較して、死亡事故件数・構成比
ともに僅かながら減少した。

しかしながら、件数と全体に占める割合は増加の傾向であった。

高齢運転者による死亡事故に係る分析（５）
～ 80歳以上高齢運転者による死亡事故件数の推移 ～

図 80歳以上の高齢運転者による死亡事故件数（原付以上第一当事者）及び全死亡事故に占める構成比の推移（平成19年～平成29年）
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死亡事故の類型比較

死亡事故件数：418件
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＜75歳以上高齢運転者＞
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(347)

(289)

(189)

(151)

(117)

(3)

＜75歳未満の運転者＞

75歳以上の高齢運転者による死亡事故は、75歳未満の運転者と比較して、車両単独による事故

が多くなっており、具体的には工作物衝突や路外逸脱が多く発生している。

高齢運転者による死亡事故に係る分析（６）
～ 75歳以上高齢運転者による死亡事故の類型別件数比較 ～

図 75歳以上・75歳未満の運転者の類型別死亡事故件数（原付以上第一当事者）（平成29年）
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死亡事故の人的要因比較
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判断の誤り
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このうち、

ハンドルの操作不適

18%
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ブレーキとアクセル
の踏み間違い

6.2%
(26)

このうち、

ハンドルの操作不適

11%
(320)

ブレーキ・アクセル
の踏み間違い

0.8%
(24)

※調査不能が43件ある ※調査不能が120件ある

75歳以上の高齢運転者は、操作不適による事故が最も多い。

そのうち、ブレーキとアクセルによる踏み間違い事故は、75歳未満が全体の0.8％に過ぎないのに
対し、75歳以上の高齢運転者は6.2％と高い水準にある。

高齢運転者による死亡事故に係る分析（７）
～ 75歳以上高齢運転者による死亡事故の人的要因別件数比較 ～

図 75歳以上・75歳未満の運転者の人的要因別死亡事故件数（原付以上第一当事者）（平成29年）



第１分類

15.9 3%

第２分類
151.5 
29%

第３分類
358.1 
68%

高齢運転者による死亡事故に係る分析（８）
～ 75歳以上高齢運転者の認知機能検査結果 ～

認知機能検査結果

＜ 全 受 検 者 ＞ ＜死亡事故を起こした運転者＞

第１分類
28 
7%

第２分類
161 
42%

第３分類
196 
51%

合 計 ： 525.5 （万人）

合 計 ： 385 （人）

死亡事故を起こした75歳以上の高齢運転者は、全受検者と比較して、直近の認知機能検査の結

果が第１分類（認知症のおそれ）・第２分類（認知機能低下のおそれ）であった者の割合が高いこと

から、認知機能の低下が死亡事故の発生に影響を及ぼしているものと推察される。

左図 平成27～29年中の認知機能検査受検者の検査結果

約 49％が第１・第２分類

約 32％が第１・第２分類

（注） ・ 認知機能検査結果についての分類は、それぞれ以下のとおりである。
「第１分類」 ： 認知症のおそれがある者
「第２分類」 ： 認知機能が低下しているおそれがある者
「第３分類」 ： 認知機能が低下しているおそれがない者

右図 平成29年中に死亡事故を起こした75歳以上の高齢運転者（原付以上第一当事者）の検査結果

※ 未検査であった33（人）を除く



項目 改正前 改正後

一定の違反
行為をした75
歳以上の運
転者への対
応

直近の認知機能検査で第１分類と
された者については、医師の診断
（臨時適性検査）が必要

臨時認知機能検査を実施し、直近
の認知機能検査の結果より低下し
た者には、臨時高齢者講習を実施

認知機能検
査で第１分類
とされた者へ
の対応

医師の診断（臨時適性検査）は不要 医師の診断（臨時適性検査）が必要

高齢者講習
の合理化・高
度化

① 75歳未満の受講者は３時間
② 75歳以上の受講者は２時間半
※ いずれも個人指導なし

① 75歳未満の受講者は２時間

② 認知機能検査で第３分類とされ
た75歳以上の受講者は２時間

③ 認知機能検査で第１・２分類とさ
れた75歳以上の受講者は３時間
（個人指導を含む。）

≪参考≫
「第１分類」・・・認知症のおそれがある者、「第２分類」・・・認知機能が低下しているおそれがある者、「第３分類」・・･認知機能が低下しているおそれがない者
改正後の臨時認知機能検査の受検者等の数値は、いずれも改正法の施行日（３月12日）から９月末までの暫定値

平成29年３月12日施行

改正道路交通法の内容（認知症対策の強化による高齢運転者対策関係） 【資料６】



１，７２５，２９２人 認知機能検査受検者数（更新時＋臨時）

４６，９１１人 第１分類（認知症のおそれがある）と判定された者

３３，４２１人 臨時適性検査（専門医の診断）の通知
又は診断書提出命令を受けた者

１２，４４７人 医師の診断を受けた者

１，３５１人 免許の取消し等を受けた者

４，４４８人 再受検 → 第２・３分類と判定
１，９２５人 自主返納

６０８人 免許失効（更新せず）

２，２９２人 再受検 → 第２・３分類と判定
９，１２８人 自主返納
１，９６３人 免許失効（更新せず）

９，８４１人 免許継続
うち７，１３３人が一定期間後の診断書提出
（原則６月後）

２，７０８人が条件なしの継続

【参考】 ２，７９１人 その他の警察活動等を端緒に診断を受けた者
（９０１人 うち免許の取消し等を受けた者）
※平成28年中 3,161人（うち免許の取消し・停止を受けた者は1,248人）

改正道路交通法の施行状況（１）

第１分類と判定された者（４６，９１１人）の状況

再受験 ６，７４０人 １４．４％

自主返納 １１，０５３人 ２３．６％

免許失効（更新せず） ２，５７１人 ５．５％

手続中・診断待ち等 １５，３５５人 ３２．７％

免許継続 ９，８４１人 ２１．０％

一定期間後の
診断書提出
（原則６月後）

（７，１３３人） （１５．２％）

条件なしの継続 （２，７０８人） （５．８％）

免許の取消し等 １，３５１人 ２．９％

停止 （４５人） （０．１％）

取消し （１，３０６人） （２．８％）

【資料７】

集計期間
平成29年３月12日から同年12月31日



条件なしの継続

2,708 人（10.8％）

一定期間後の

診断書提出（原則６月後）

7,133 人（28.7％）

免許の取消し等

1,351 人（5.4％）
免許失効（更新せず）

2,571 人（10.4％）

自主返納
11,053 人（44.5％）

改正道路交通法の施行状況（２）

第１分類と判定された者の状況（再受験、手続き中・診断待ち等を除く）
集計期間

平成29年３月12日から同年12月31日

対象者２４，８１６人

（注） 対象者24,816人は、第１分類と判定された者46,911人
から再受験（6,740人）、手続き中・診断待ち等（15,355人）
を除いた数

運転を断念

「認知症」ではない。

今後認知症と
なるおそれが
あり、医師の
診断を受けな
がら運転を継
続



免許の取消し等

1,351人（10.9％）

一定期間後の診断書提出（原則６月後）

7,133人（57.3％）

条件なしの継続

2,708人（21.8％）

行政処分に向けた

手続き中等

1,255人（10.1％）

医師の診断を受けた者に対する行政処分等の状況

対象者１２，４４７人

改正道路交通法の施行状況（３）

集計期間
平成29年３月12日から12月31日



改正道路交通法の施行状況（参考）

運転免許の申請取消（自主返納）件数と運転経歴証明書交付件数の推移

【運転免許の申請取消（自主返納）件数】 【運転経歴証明書交付件数】

423,800

8,0732,596

117,613
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自主返納制度導入

運転経歴証明書導入

交付後の経過年月に
かかわらず、本人確認
書類として使用可能に

75歳以上

75歳未満

75歳以上

75歳未満

運転経歴証明書導入

交付後の経過年月に
かかわらず、本人確認
書類として使用可能に

※平成10年は年齢別による統計を実施していない



改正道路交通法の施行状況（参考）

運転免許証の自主返納制度等 に関する世論調査結果（抜粋）について

１ 調 査 概 要
内 閣 府 政 府 広 報 室 が 、 平 成 2 9年 1 1月 1 6日 か ら 2 6日 ま で の 間 、 1 8歳 以 上 の 日 本 国 籍 保 有 者

（ 有 効 回 収 数 1 , 8 3 9人 ） に 実 施 。

（単位は％、括弧内は 70歳 以 上 の 割合）２ 調 査 結 果 概 要
免許保有者(※）に限った場合 総 数

( 1 ) 運 転 免 許 証 の自主返納制度の認知度

9 3 . 2 ( 8 9 . 8 )〇 知 っ て い る 95.9(96.7)
6 . 4 ( 9 . 2 )〇 知 ら な い 3.9 (2.6)

( 2 ) どのようなときに運転免許証を返納しようと思うか（複数回答）

6 4 . 8 ( 4 6 . 3）○ 自 分 の 身 体 能 力 の 低 下 等 を 感 じ た と き 76.7(74.3)
3 7 . 4 ( 1 6 . 4 )○ 家 族 や 友 人 、 医 者 等 か ら 運 転 を や め る よ う 勧 め ら れ た と き 44.2(26.3)
1 7 . 0 ( 6 . 8 )○ 交 通 違 反 や 交 通 事 故 を 起 こ し た と き 20.1(10.9)
1 6 . 8 ( 1 0 . 9 )○ 公共交通機関が充実し、自ら運転する必要がなくなったと感じたとき 19.9(17.4)
7 . 0 ( 5 . 7 )○ 返 納 す る つ も り は な い 8.2 (9.2)

1 5 . 4 ( 3 7 . 7 )〇 運 転 免 許 を 持 っ て い な い －

( 3 ) 運 転 経 歴 証明書の認知度

5 2 . 9 ( 5 7 . 8 )○ 知 っ て い た 55.3(68.4)
4 5 . 1 ( 3 8 . 1 )○ 知 ら な か っ た 43.5(28.9)

( 4 ) 運 転 経 歴 証 明書の認知経路 （複数回答）

5 9 . 3 ( 5 1 . 1 )○ テレビ・ラジオ 60.1(51.9)
2 7 . 0 ( 3 2 . 3 )○ 警察署や免許センターでの免許更新、相談 28.5(37.5)
2 4 . 1 ( 3 0 . 1 )○ 新聞・雑誌 24.2(32.7)
1 9 . 7 ( 2 4 . 1 )○ 家族・友人からの紹介 18.1(20.7)

( 5 ) 安心して運転免許証を返納できるようにするために重要なこと（複数回答）

6 4 . 9 ( 4 9 . 0 )○ 電 車 や バ ス な ど の 公 共 交 通 機 関 の 運 賃 割 引 ・ 無 償 化 68.9(56.3)
5 9 . 4 ( 4 2 . 2 )○ 地 域 に お け る 電 車 、 バ ス 路 線 な ど の 公 共 交 通 機 関 の 整 備 62.9(48.4)
4 7 . 1 ( 3 6 . 9 )○ 買 物 宅 配 サ ー ビ ス の 充 実 49.7(41.8)
4 3 . 1 ( 2 8 . 5 )○ 医 師 や 看 護 師 な ど に よ る 巡 回 サ ー ビ ス の 充 実 45.3(29.9)
2 5 . 3 ( 1 8 . 6 )○ 運 転 経 歴 証 明 書 が 身 分 証 明 書 と し て 通 用 す る こ と 27.1(24.0)
1 6 . 4 ( 1 1 . 3 )○ 家の近くで簡単に返納手続きができること 16.5(12.8)

（※）黒枠の数字は２(2)で「免許を持っていない」と回答した者の回答を除いて集計したもの。



道路交通法に規定する「認知症」

【第90条第１項第１号の２】

公安委員会は、前条第１項の運転免許試験に合格した者（当該運転免許試験に係る適性
検査を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあ
つては三月を経過していない者に限る。）に対し、免許を与えなければならない。ただし、次
の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許（仮免許を除
く。以下この項から第12項までにおいて同じ。）を与えず、又は六月を超えない範囲内におい
て免許を保留することができる。
１の２ 介護保険法（平成９年法律第123号）第５条の２に規定する認知症（第102条第１項及

び第103条第１項第１号の２において単に「認知症」という。）である者
【第103条第１項第１号の２】

免許（仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。）を受けた者が次の各号のいずれ
かに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時
におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免
許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができ
る。ただし、第５号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分
は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、するこ
とができない。
１の２ 認知症であることが判明したとき。

【参考】 介護保険法第５条の２に規定する「認知症」
「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日

常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態を
いう。」

【資料８】



関係学会の提言等（１）

【日本神経学会・日本神経治療学会・日本認知症学会・日本老年医学会の提言（抜粋）】
（平成29年１月６日）

・運転能力の適正な判断基準の構築
認知症の進行に伴い運転リスク、事故が増加することは自明であり、科学的エビデンスも

蓄積されています。一方で、ごく初期の認知症の人、認知症の前駆状態が高率に含まれてい
る軽度認知障害の人、一般高齢者の間で、運転行動の違いは必ずしも明らかでありません。
特に初期の認知症の人の運転免許証取り消しに当たっては、運転不適格者かどうかの判断
は、医学的な「認知症の診断」に基づくのではなく、実際の運転技能を実車テスト等により運
転の専門家が判断する必要があります。今後、軽度認知障害の人、初期の認知症の人の運
転能力については、さらなる研究を進めて行く必要があると思われます。

【日本精神神経学会の要望（抜粋）】（平成28年11月19日）
認知症であっても運転能力が残存しているのであれば、それを奪うことは不当なことです。

（中略）高齢になれば認知機能が低下することは事実であり、それに合わせた対策が必要で
すが、それを認知症であるか否かの診断に一括して解決できるとすることは誤りです。（中略）
当学会としても、上に述べた多くの問題を解決するために、厚労省などの関係省庁、老年医
学専門家、有識者などによる検討会を立ちあげ、真の意味での交通安全と高齢者の生活に
資する施策をあらためて採っていただくことを強く要望するものです。

【資料９】



関係学会の提言等（２）

【日本老年精神医学会の提言（抜粋）】（平成28年11月15日）
・高齢者講習会での実車テスト等について

ドライブシミュレータや教習所内での運転試験では、路上での安全運転に不可欠な認知、
予測、判断、操作等の総合的な能力評価には不十分です。必要な場合には、教習所外での
実車テストの導入を検討すべきだと考えられます。運転能力は、講習予備検査（認知機能検
査）、その他の認知機能検査、実際の運転技能の評価等から総合的に判断されるべきです。

・「認知症」と一括されていることの問題点
認知機能の変化を引き起こす病気の種類等によって、記銘力、見当識等の障害が心理検

査上明らかでも、安全な運転技能を持つ人がある一方で、こうした機能に変化が見られなくて
も、安全な運転が著しく困難になる人もあります。つまり、認知機能の低下による運転不適格
者であることと、「認知症」と診断されていることは必ずしも同義ではありません。「認知症」と
一括りにして運転を制限するのではなく、その個人が生活する場の特性を踏まえて、現実的
な能力評価に根ざした判断が必要だと考えられます。この課題については、今後の医学的エ
ビデンスの集積と改正道路交通法施行後の事故事例分析等に基づき、将来検討されるべき
であると判断されます。



本調査研究の目的

○ 認知機能と安全運転の関係に関する調査研究を進め、認知機能に応じた対策の在り方
について検討する。

○ 「認知症」は、「認知機能正常」から「軽度認知障害」、「認知症」へと徐々に進行するもの
であり、明瞭な境界がない。

○ 「認知症」の原因疾患には多様なものがあり、１度の検査で判断することは困難である場
合があるとの指摘がある。

【資料１０】



本日の検討事項（１）

２ 「初期の認知症」、「軽度認知障害」等の意義や境界について

１ 現在の改正道路交通法の運用状況について

【資料１１】



３ 本調査研究の在り方について

① 認知機能が低下した者の運転能力に関するデータの収集・分析

⇒ 認知機能が低下した者の運転能力について実車やペーパーテスト等によりデー
タを収集し、分析を行ってはどうか。

≪対象となり得る者≫
○ 認知機能検査で第１分類とされ、「認知症」と診断された者（⇒取消し等）

○ 「今後認知症となるおそれ」と診断された者（⇒原則６月後に医師の診断）

○ 「認知症ではない」と診断された者
○ 認知機能検査で第２分類とされた者

② 過去の認知機能検査・診断結果と違反事故状況とのクロス分析等

⇒ 警察による認知機能検査の結果（第１・２・３分類）や医師による診断・認知機能
検査の結果（MMSE・HDS-R）と過去の違反事故状況とをクロス分析させるなど、既
存のデータを活用した分析も行ってみてはどうか。

本日の検討事項（２）


